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４．騒 音

4.1 自動車の走行に係る騒音

自動車の走行に係る騒音についての調査は、騒音の現況の把握並びに予測地点の設定

及び予測に必要な沿道の状況の把握を目的として行う。予測は、参考手法による場合、

(社)日本音響学会提案のASJ RTN-Model 2008１）（以下「ASJ RTN-Model」という。）と

する。予測結果から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、環境保全措置の検討を行う。評価は、環境影響の回避・低減及び騒音に係る環境基

準との整合性の観点から行う。
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4.1.1 事業特性の把握 4.1.2 地域特性の把握
１）対象道路事業実施区域の位置 １）自然的状況
２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線の数 ①騒音の状況
３）対象道路事業に係る道路の区分 ２）社会的状況

①設計速度 ①土地利用の状況
②計画交通量 ②交通の状況
③構造の概要 ③学校・病院等の配置の状況及び住宅の配置

の概況
④環境の保全を目的とする法令等の状況

4.1.3 項目の選定
環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対象が存在、都市

計画上、土地利用上からも将来の立地が計画されている場合。

4.1.4 調査・予測区間の設定
事業特性及び地域特性から、明らかに騒音の影響がない又は極めて小さいと判断され

る区間を除外し、残りの区間を調査及び予測手法の選定並びに環境保全措置の検討の基
本となる調査・予測区間に区分する。

4.1.5 調査及び予測の手法の選定
調査・予測手法は、手法を勘案して選定する。ただし、以下の場合は、必要に応じ参

考手法より簡略な手法又は詳細な手法を選定する。
１）参考手法より簡略な手法を選定する場合

調査すべき情報が文献により入手できる場合は、調査の手法として、参考手法より
簡略な手法を選定する。

２）参考手法より詳細な手法を選定する場合
道路構造が複雑な場合など参考予測手法における伝搬計算式の適用が困難な場合
は、予測の手法として、参考手法より詳細な手法を選定する。

4.1.6 調査の手法
参考調査手法 参考手法より簡略な手法
調査すべき情報（調査方法） 現地調査の省略。
①等価騒音レベル（既存資料の収集及び現地調査）
②沿道条件（既存資料の収集及び現地調査）
・住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置
・地表面の種類
・建物の立地密度(建物背後に予測地点を設定する場合)

4.1.7 予測の手法
参考予測手法 参考手法より詳細な手法
・予測地点は、騒音に係る環境基準との整合性を的確に 模型実験又は音響数値

評価できる地点とする。 解析などにより、騒音の
・ASJ RTN-Model によりLAeqを予測。ただし、背後地等で 伝搬特性を把握する。

は、評価区間の平均的なLAeqを評価量として予測するこ
とができる。

4.1.8 環境保全措置の検討
①予測結果等から環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係
する地方公共団体の基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置の
検討を行う。

②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れ
られているかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されてい
るかどうかを検証する。

③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の
状況の変化及びそれに伴う環境への影響を明らかにする。

4.1.9 評価の手法
①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価

する。
②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価

する。

図－4.1.1 自動車の走行に係る騒音の環境影響評価における調査、予測及び評価の流れ
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4.1.1 事業特性の把握

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、自動車の走行に係る騒音の調査及

び予測に関連する以下の内容を把握する。

１）対象道路事業実施区域の位置

２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線の数

(1) 幅員構成

(2）車線数

３）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和45年政令第320号）第三条

に規定する道路の区分をいう）、設計速度、計画交通量及び構造の概要

(1) 設計速度

(2) 計画交通量（対象とする時期、将来年平均日交通量）

(3) 構造の概要

①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の

別）、概ねの位置、延長

②交差部、インターチェンジ等の有無、概ねの位置

【解 説】

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要と

なる。

１）項目の選定に係る事業特性

「対象道路事業実施区域の位置」は、住居等の保全対象（「4.1.2 地域特性の把

握」で把握）との位置関係を判断するために必要である。また、「計画交通量」、「構

造の概要」は、騒音の影響範囲（「4.1.3 項目の選定」で記述）を設定するために必

要である。詳細は、「4.1.3 項目の選定」を参照のこと。

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性

「構造の概要」は予測手法の選定に必要である。道路構造が複雑で、参考予測手法に

よる伝搬計算式の適用が困難な場合は、参考手法より詳細な手法を選定する。詳細は、

「4.1.5 調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。

３）予測に用いる事業特性

「対象道路事業実施区域の位置」、「幅員構成」、「車線数」、「設計速度」、「計

画交通量」及び「構造の概要」は、予測の実施に当たって必要な情報である。これらの

情報は、「4.1.7-1 予測の前提条件」において、騒音の予測に必要な精度で再整理す

る必要がある。

また、これらは「4.1.4 調査・予測区間の設定」においても必要となる。

なお、「4.1 自動車の走行に係る騒音」でいう「交差部」は道路と道路の「平面交

差」及び「立体交差」（ただし、「単純立体交差」を除く。）とする。
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4.1.2 地域特性の把握

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能

な最新の文献その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に
＊１

基づき、自動車の走行に係る騒音に関連する以下の内容を把握する。

１）自然的状況

(1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況

①騒音の状況

騒音の状況、環境基準の確保の状況、騒音規制法に基づく指定地域内におけ

る自動車騒音の限度の確保の状況

２）社会的状況

(1) 土地利用の状況

土地利用の現況、土地利用計画の状況

(2) 交通の状況

主要な道路の位置、交通量等の状況

(3) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状

況及び住宅の配置の概況

学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人

ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅

地の面整備計画の状況

(4) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

対象に係る規制の内容その他の状況

①幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和55年法律第34号）第五条第一項の

規定により指定された沿道整備道路

②環境基本法（平成5年法律第91号）第十六条第一項の規定により定められた

騒音に係る環境基準の類型の指定状況

③騒音規制法（昭和43年法律第98号）第三条第一項及び第十七条第一項に基づ

く指定地域内における自動車騒音の限度、地域指定状況、区域の区分、時間

の区分の状況

【解 説】

これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測及び評価の実施

に必要となる。

１）項目の選定に係る地域特性

項目の選定に係る地域特性として、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童

福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、「集落の状況」、「住

宅の配置の概況」等から現在の保全対象の立地状況を把握する。また、「土地利用計画

の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」等から将来の保全対象の立地状況を想

定する。これらと「4.1.1 事業特性の把握」で整理した対象道路事業実施区域の位置

関係から、項目の選定について検討する。詳細は、「4.1.3 項目の選定」を参照のこ
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と。

２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性

「騒音の状況」、「土地利用の現況」、「住宅の配置の概況」等に関する文献から、

「4.1.6 調査の手法」に示す調査すべき情報が得られる場合は、参考手法より簡略な

手法を選定することができる。詳細は、「4.1.5 調査及び予測の手法の選定」を参照

のこと。

また、これらの地域特性は、調査地点や予測地点の概略的な選定にも用いられる。な

お、調査地点や予測地点の具体的選定は、調査結果を踏まえて行う。

３）予測及び評価に用いる地域特性

「騒音の状況」、「土地利用の現況」、「住宅の配置の概況」等は、場合により「4.

1.6 調査の手法」に示す調査すべき情報として代用（「4.1.6 調査の手法」*5参照）

され、予測条件として用いることができる。

一方、「土地利用の状況」、「環境の保全を目的として法令等により指定された地域

その他の対象の状況、当該対象に係る規制の内容の状況」等は、騒音に係る環境基準と

の整合性を評価するときに必要である。（「4.1.9 評価の手法」*2参照）
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*1「入手可能な最新の文献」

文献の例を表－4.1.1に示す。

表－4.1.1 地域特性の項目と資料の例

地域特性の項目 文献・資料名 文献・資料から抽出 発 行 者 等
する内容

自 騒音の状況 道路周辺の交通騒音状況 騒音の状況、環境基準 環境省
然 の確保の状況、騒音規
的 都道府県環境白書 制法に基づく指定地域 都道府県
状 内における自動車騒音
況 市町村環境白書 の限度の確保の状況 市町村

道路環境センサス 国土交通省

社 土地利用の状況 土地利用図 土地利用の現況 国土地理院
会 土地利用計画の状況
的 土地利用現況図 都道府県
状 市町村
況

土地利用基本計画図 都道府県

土地利用動向調査

都市計画図
市町村

交通の状況 道路交通センサス 主要な道路の位置 国土交通省
交通量等の状況 都道府県

学校、病院その他 住宅地図 学校、病院、幼稚園、 民間
の環境の保全につ 病院名簿 児童福祉法に基づく児
いての配慮が特に 童 福 祉 施 設 （ 保 育 所
必要な施設の配置 教育要覧 等）、老人ホーム、図 都道府県
の状況及び住宅の 土地利用動向調査 書館等の配置の状況、
配置の概況 社会福祉施設名簿 集落の状況、住宅の配

置の概況、将来の住宅
地の面整備計画の状況

環境の保全を目的 例規集等 幹線道路の沿道の整備 都道府県等
として法令等によ に関する法律第五条第
り指定された地域 一項の規定により指定
その他の対象の状 された沿道整備道路

況、当該対象に係
る規制の内容の状
況 都道府県環境白書 環境基本法第十六条第 都道府県

一項の規定により定め
例規集等 られた騒音に係る環境 都道府県等

基準の類型の指定状況

都道府県環境白書 騒音規制法第三条第一 都道府県
項及び第十七条第一項

例規集等 に基づく指定地域内に 都道府県等
おける自動車騒音の限
度、地域指定状況、区
域の区分、時間の区分

の状況
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4.1.3 項目の選定

本項目の選定は、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保

全対象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画され

ている場合に行う。

なお、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域は、事業特性、地域特性を

踏まえて適切に設定する。
＊１

【解 説】

本項目の選定は、「4.1.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業実施区域の

位置」と「4.1.2 地域特性の把握」で得られた「現在又は将来の住居等の保全対象の

立地状況」の位置関係から判断し、選定するしないに拘わらず、その理由を明らかにし

て行う。

*1「事業特性、地域特性を踏まえて適切に設定する」

騒音の減衰の状況は、道路構造、沿道の地表面の状況、沿道の建物の立地状況等

により異なり、一概に騒音の影響範囲を定めることはできない。しかし、その影響

範囲は、項目の選定の時点において想定される道路条件、交通条件、沿道条件から、

たとえば「4.1.7-2 参考予測手法」を用いて概算することができる。
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4.1.4 調査・予測区間の設定

「4.1.1 事業特性の把握」及び「4.1.2 地域特性の把握」に基づき、対象道路の

うち、明らかに騒音の影響がない又は極めて小さいと判断される区間を除外する。さ
＊１

らに、残りの区間を、4.1.1、4.1.2を踏まえて、調査及び予測手法の選定並びに環境

保全措置の検討の基本となる調査・予測区間に区分する。

なお、道路特殊部（交差部、インターチェンジ、トンネル坑口等）における騒音を

予測する必要がある場合は、これらも調査・予測区間として設定する。

【解 説】

以降の「4.1.5 調査及び予測の手法の選定」から「4.1.8 環境保全措置の検討」ま

での検討は、この調査・予測区間毎に行われる。

環境基準類型指定

Ｂ、Ｃ地域 Ａ地域 Ｂ、Ｃ地域

住居

対象道路 トンネル

調査･予測区間

既存道路との併設区間 一般部区間 一般部区間 トンネル坑口区間

Ｂ、Ｃ地域 Ａ地域 Ｂ、Ｃ地域 Ｂ、Ｃ地域

注）その他の道路特殊部（交差部、インターチェンジ部周辺、掘割道路など）周辺に住居等が存在する
場合についても、必要に応じ調査・予測区間として設定する。

図－4.1.2 調査・予測区間の設定例

*1「明らかに騒音の影響がない又は極めて小さいと判断される区間」

「明らかに騒音の影響がない又は極めて小さいと判断される区間」とはトンネル

区間、あるいは、対象道路実施区域及びその周囲に住居等が現存せず、かつ将来の

立地が計画されていない区間等が該当する。
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4.1.5 調査及び予測の手法の選定

調査及び予測の手法は、4.1.6-1及び4.1.7-2に示す参考予測手法を勘案しつつ、事

業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。よ

り簡略な手法、あるいは、より詳細な手法を選定する場合として、以下のような場合

が想定される。

１）参考手法より簡略な手法を選定できる場合

調査すべき情報が現地調査を行わなくても文献等により入手できる場合は、調査
＊１

の手法として、参考手法より簡略な手法を選定することができる。

２）参考手法より詳細な手法を選定する場合

道路構造が複雑な場合など参考予測手法における伝搬計算式の適用が困難かつ環
＊２

境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、予測の手法として、参考手

法より詳細な手法を選定する。

【解 説】

調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第八条に基づき、参考手法を勘案しつ

つ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。

上記では、参考手法より簡略又は詳細な調査及び予測の手法を選定する場合の要件を具

体的に示した。

*1「文献等により入手できる場合」

「文献等により入手できる場合」とは、「4.1.2 地域特性の把握」及び「4.1.6

調査の手法」において収集される文献その他の資料により、「4.1.6-1 １）調査す

べき情報」が得られる場合が該当する。

*2「道路構造が複雑な場合など」

「道路構造が複雑な場合」とは、たとえば道路断面が複雑で多重反射音や拡散音

の影響を考慮すべき場合などがあたる。これらの影響で、「環境影響の程度が著し

いものとなるおそれがある」（省令第八条第四項第一号）場合には、参考手法より

詳細な予測手法を選定する必要がある。

また、環境保全措置の効果についても一般的には参考予測手法で予測する（「4.1.

8 環境保全措置の検討」参照）が、吸音ルーバーなどの対策技術には、参考予測

手法ではその効果の算定が困難なものもある。このような場合には参考手法を補う

文献等を収集して予測する必要がある。

参考手法より詳細な予測手法には、模型実験、音響数値解析手法等があるが、詳

細は、「4.1.7-3 参考手法より詳細な予測手法」を参照のこと。
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4.1.6 調査の手法

4.1.6-1 参考調査手法

参考調査手法は、以下による。

１）調査すべき情報

(1) 騒音の状況

騒音の状況は、等価騒音レベル（LAeq）を調査する。
＊１

(2) 対象道路事業により新設又は改築される道路の沿道の状況

「対象道路事業により新設又は改築される道路の沿道の状況」とは、以下をい

う。

①住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置
＊２

②地表面の種類
＊３

③建物の立地密度 （建物背後に予測地点を設定する場合）
＊４

２）調査の基本的な手法

調査は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理
＊５

及び解析により行う。

(1) 騒音の状況

騒音の状況の現地調査は、騒音に係る環境基準で定められた騒音の測定方法
＊６

による。必要に応じ、道路交通量等の条件から等価騒音レベルを推計する方法
＊７

によることができる。

(2) 沿道の状況

沿道の状況の現地調査は、現地踏査による目視で行う。
＊８

３）調査地域

調査地域は、騒音の影響範囲内に住居等が存在する、あるいは立地する見込みが

ある地域とし、調査・予測区間毎に設定する。

４）調査地点

(1) 騒音の状況

騒音の状況の調査地点は、予測地点の周辺で調査地域を代表すると考えられ

る地点とする。
＊９

(2) 沿道の状況

沿道の状況の調査地点は、予測地点の周辺で、調査地域を代表すると考えら

れる区域とする。

５）調査期間等

(1) 騒音の状況

騒音の状況の調査期間等は、騒音が１年間を通じて平均的な状況であると考

えられる日の昼間及び夜間の基準時間帯とする。
＊１０

4.1.6-2 参考手法より簡略な調査手法

調査すべき情報が文献その他の資料から入手できる場合は、現地調査を省略するこ
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とができる。

別表第二 参考手法（調査の手法）

騒音：自動車の走行

一 調査すべき情報

イ 騒音の状況

ロ 対象道路事業により供用される道路の沿道の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況については、騒音に係る環

境基準に規定する騒音の測定の方法によるものとする。）の収集並びに当該情報の整

理及び解析

三 調査地域

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる

地域

四 調査地点

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評

価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評

価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

【解 説】

「4.1.6-1 参考調査手法」では、省令別表第二（第八条関係）に規定する参考調査

手法を具体的に示した。なお、「１）調査すべき情報 (2) 対象道路事業により新設又

は改築される道路の沿道の状況」の項目については、「技術指針通達第８の３(1)」で

示されているものを抜粋した。また、「4.1.6-2 参考手法より簡略な調査手法」は、

「4.1.5 調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場

合」に該当する調査手法である。これらの調査手法は、入手可能な情報の程度により、

予測・評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。

調査の目的は、騒音の現況の把握、並びに予測地点の設定及び予測における伝搬計算

に必要な沿道状況の把握である。

*1「等価騒音レベル（LAeq）」

「等価騒音レベル（LAeq）」により騒音の現況を把握する。対象道路のうち、現

在、道路が存在しない区間は環境騒音を、道路が存在する区間は道路交通騒音を対

象に等価騒音レベルを調査する。

*2「住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置」

予測地点の設定は、「住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置」を

考慮して行う。また、建物背後（騒音に係る環境基準における道路に面する地域の
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うち、幹線交通を担う道路に近接する空間の背後地をいう）における予測を行う場

合は、必要に応じ住居等の平均階数から建物高さを設定する必要がある（*4参照）。

*3「地表面の種類」

「地表面の種類」は、地表面上を伝搬する騒音の超過減衰を求めるために必要で

あり、地表面の実効的流れ抵抗σを調査する。

一般的にσは表－4.1.2のとおりであるが、田んぼ、畑地等のσは表面の性状や

水分等により75～1,250k･Pa･s･ｍ-２程度の範囲で変化するため、環境影響評価では

安全側のσ＝1,250k･Pa･s･ｍ-２とすればよい。また、都市内では、一般的にはσ＝

20,000k･Pa･s･ｍ-２とし、建物による遮蔽効果は別途考慮する。

表－4.1.2 地表面の種類と実効的流れ抵抗（幹モデルによる推定値）

地表面の種類 地表面の実効的流れ抵抗

コンクリート、アスファルト 20,000 k･Pa･s･ｍ
-２

スポーツグラウンドなどの固い地面 1,250
芝地、田んぼ、草地 300
表面の柔らかい畑地、耕田 75

*4「建物の立地密度」

「建物の立地密度」は、建物背後の騒音レベルをASJ RTN-Modelの「6.2.3 建物

群背後における評価区間の平均的な LAeq」 2)3)で予測する場合に必要となる。たとえ

ば、建物の立地密度は道路近接建物列（対象道路に面した第一列目の建物）の間隙

率αと背後建物群の建物密度βとに分類することができる（図－4.1.3参照）。建

物群背後において、道路近接建物列の遮蔽効果のみを考慮した簡易な予測計算を行

う場合は、αのみを調査すればよい。

図－4.1.3 沿道市街地のモデル化（平面図）

また、予測地点が高い場合又は対象道路が高架や盛土の場合で、建物群上方の回
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折音を計算する必要があるときは、建物群の平均高さも設定する必要がある。（*2

参照）

α及びβは、次式で定義される。

a.道路近接建物列の間隙率（α）

（解説4.1）

ここで、gi：道路近接建物列の i 番目の建物間隔（gap）、 l ：対象街区幅

b.背後建物群の建物密度（β）

（解説4.2）

ここで、A ：背後建物群中の建物の建築面積の和、w2：道路近接建物列の平均

後面位置から評価区間の直前の建物の後面位置までの水平距離

なお、建物背後の騒音をASJ RTN-Modelの「6.2.2 戸建て住宅群背後における特定点

の LAeq」4)5)6)7)により予測する場合には住宅地図等と現地での建物の立地状況の確認が

必要になる。

*5「文献その他の資料」

既存の騒音の測定データ、住宅地図、航空写真などが該当する。「4.1.2 地域

特性の把握」で収集した情報を用いることができる。

*6「騒音の測定方法」

具体的な測定方法は、日本工業規格Ｚ8731「環境騒音の表示・測定方法（平成11

年3月20日改正）」及び「騒音に係る環境基準の評価マニュアル Ⅰ．基本評価

編」（平成11年6月9日付環大企第164号、環大二第59号）による。

*7「推計する方法」

既存道路に新設道路を併設するような場合で、既存道路による騒音の状況を多く

の地点で把握する必要がある場合は、推計による方法が有効である。この場合は、

現在の道路交通条件を用い、「4.1.7 予測の手法」により推計する。なお、推計

を行った場合は、その際の道路交通条件も明らかにする。

*8「現地踏査による目視」

沿道の状況の調査では、住宅地図や航空写真などの文献を用いる他、必要に応じ

現地踏査により目視確認を行う。

*9「調査地域を代表すると考えられる地点」

調査地点は、一般的に調査地域を代表する１地点を選定する。日本工業規格

Z8731（屋外における測定）では測定点は地上1.2～1.5ｍの高さとすると規定され

ているため、調査地点の高さは原則として地上1.2mとする。ただし、*7で示したよ

うに騒音の状況を多くの地点で把握する必要がある場合は、推計による方法を用い

ることが有効である。
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*10「騒音が１年間を通じて平均的な状況であると考えられる日の昼間及び夜間の基準

時間帯」

調査時期は、環境騒音又は道路交通騒音が１年間を通じて平均的な状況であると

考えられる日を選定する。原則として土曜日、日曜日、祝日を除く平日で、雨、雪、

強風の日を避け、道路交通騒音が平均的な状況を呈する日を測定日として選定する。

なお、季節によっては、セミなどの虫の声、鳥の鳴き声等自然音が大きくなる場合

もあり注意を要する。

基準時間帯別の等価騒音レベルは、連続測定あるいはその基準時間帯の中を騒音

が一定と見なせるいくつかの時間（観測時間）に区分し、観測時間別の測定を行っ

た後これらをエネルギー平均することにより求める。観測時間は、原則として１時

間とする。

観測時間内の実測時間（実際に騒音を測定する時間）設定の考え方は、以下のと

おりである。

①環境騒音については原則として連続測定とするが、深夜等で人の活動に伴う騒音

の発生がほとんどないような場合には少なくとも10分以上の実測時間の測定で観

測時間の代表値としてもよい。

②道路交通騒音については10分以上とする。経験的には、LAeq の測定誤差を2dB程

度以内に収めるためには、基準時間帯内に行われた総実測時間内に200台以上の

車両が通過するように実測時間を定めればよいと考えられており8）、これを目安

に実測時間を設定する。
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4.1.7 予測の手法

4.1.7-1 予測の前提条件

１）道路条件

「4.1.1 事業特性の把握」で示した事項に基づき、騒音の予測に必要な道路条

件を設定する。
＊１

２）交通条件

(1) 予測対象時期

予測対象時期は、供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる

時期（最大になる時期を設定することができる場合に限る。）の他、必要に応

じて中間的な時期についても設定する。

①定常状態

定常状態としては、道路構造令第二条第二十一号で定める計画交通量が見

込まれる時期とする。

②環境影響が最大になる時期

省令第十条第１項第四号でいう「環境影響が最大となる時期（最大にな

る時期を設定することができる場合に限る）」とは、対象道路の供用予定

時期以降に地域の自動車走行台キロの推計値が最大となる時期がある場合

は、その時期をいう。また、それに該当しない場合については、対象道路

事業の供用時期又は関連する道路整備等の影響を考慮し、対象道路におい

て定常状態となる交通量の推計値を明らかに超える時期が設定できる場

合、その時期をいう。

③中間的な時期

暫定供用・部分供用が予定されている場合にあっては、必要に応じて当該
＊２

時期も予測対象時期として設定する。

(2) 交通量

予測に用いる車種別時間別交通量は、予測対象時期における年平均日交通量
＊３

及び車種構成を基に、類似地点における交通量の時間変動等を参考に設定す

る｡

(3) 走行速度

予測に用いる走行速度は、道路交通法施行令で定める法定速度、又は規制速
＊４

度を予め設定できる場合にはその速度を基本として設定する。ただし、この場

合、沿道環境の保全の観点から適切な値を用いることができる。
＊５

(4) 車種分類

予測に用いる車種は、原則として大型車類・小型車類の２車種分類とする。
＊６
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4.1.7-2 参考予測手法

参考予測手法は、以下による。

１）予測の基本的な手法

「音の伝搬理論に基づく予測式」は、(社)日本音響学会の道路交通騒音の予測

モデル（ASJ RTN-Model ）とする。
＊７

これにより、予測地点における昼間、夜間別の等価騒音レベルを予測する。ただ

し、必要に応じ道路と平行な評価区間における平均的な等価騒音レベルを指標とし
*8

て予測することができる。

２）予測地域

予測地域は、調査地域（「4.1.6-1 参考調査手法 ３）調査地域」参照）と同じ

とする。

３）予測地点

「騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点」とは、騒音に係る環境基準と

の整合性を的確に評価できる地点をいう。

予測地点は、原則として予測地域の代表断面において、騒音に係る環境基準に規
＊９

定された幹線交通を担う道路に近接する空間（以下「幹線道路近接空間」という）

とその背後地（以下「背後地」という）の各々に設定する。この場合、予測地点の
＊１０

高さは幹線道路近接空間及び背後地における住居等の各階の平均的な高さとする。
＊１１

なお、建物の騒音の影響を受けやすい面における等価騒音レベルを予測すること
＊１２

を原則とするが、その面より明らかに等価騒音レベルが大きくなる地点で予測する
＊１３

ことができる。

4.1.7-3 参考手法より詳細な予測手法

道路構造が複雑な場合など参考予測手法における伝搬計算式の適用が困難かつ、環
＊１４

境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、模型実験又は音響数値解

析などにより騒音の伝搬特性を把握する。
＊１５

4.1.7-4 予測の不確実性

新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されてい

ない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案
＊１６ ＊１７

して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければな

らない。

別表第二 参考手法（予測の手法）

騒音：自動車の走行

一 予測の基本的な手法

音の伝搬理論に基づく予測式による計算
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二 予測地域

調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれが

あると認められる地域

三 予測地点

音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握でき

る地点

四 予測対象時期等

計画交通量の発生が見込まれる時期

【解 説】

「4.1.7-1 予測の前提条件」では、騒音の予測に必要な道路条件及び交通条件を示

した。なお、既存道路の騒音を予測する必要がある時は、既存道路の道路条件・交通条

件も併せて整理する。また、環境影響評価実施の段階で、対象事業以外の事業活動等に

よりもたらされる騒音を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価結果等で具体に把

握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。ただし、当該事業以外の事業の評価指

標が異なる場合は、騒音の合成ができないため、影響を勘案した予測は実施できない。

「4.1.7-2 参考予測手法」では、省令別表第二（第八条関係）に規定する参考予測

手法を、「技術指針通達第８の３(2)」を踏まえて具体的に示した。また、「4.1.7-3

参考手法より詳細な予測手法」は、「4.1.5 調査及び予測の手法の選定 ２）参考手

法より詳細な手法を選定する場合」に該当する予測手法である。これらの予測手法は、

道路構造の複雑さの程度により、評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。

*1「予測に必要な道路条件」

騒音の予測に必要な道路条件には、道路構造の種類、幅員構成、車線数、路面高

さ、道路縦断勾配、舗装種別などがある。これらは「4.1.1 事業特性の把握」で

示した事項を基本に騒音の予測に必要な精度で設定する。

*2「必要に応じて」

施設が部分的に完成し供用されるとき（暫定供用・部分供用）は、一般に事業計

画の目標時期に比べて影響が小さい。しかし、対象道路周辺の道路網の整備状況等

によっては、これらの時期の交通量が目標時期の交通量を上回ることも考えられる。

環境影響評価手続きを行う段階でこのような状況が生じる時期を設定できる場合に

は、当該時期の予測も行うものとする。

*3「予測に用いる車種別時間別交通量」

騒音の評価においては、騒音に係る環境基準との整合を検討する必要があるた

め、昼間（午前６時から午後１０時）夜間（午後１０時から翌日の午前６時）別

の等価騒音レベルを予測（「4.1.7-2 参考予測手法」参照）する必要がある。し

たがって、車種別の走行速度が時間により変化しないと想定する場合は、車種別

の昼間、夜間別平均交通量を設定し、その交通条件で求められる昼間、夜間別の

等価騒音レベルを予測する。一方、既存道路における現況の等価騒音レベルを推

計する場合のように、車種別の走行速度を時間により変化させて設定する場合は、
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車種別時間別交通量を設定し、時間別の等価騒音レベルを算出した後、昼間、夜

間の基準時間帯でエネルギー平均した等価騒音レベルを予測値とする。

*4「法定速度」

車種分類別の法定速度は、表－4.1.3に示すとおりである。

表－4.1.3 法定速度

道路種別 大型車類 小型車類

高速自動車国道 80km/h 100km/h

その他の道路 60km/h 60km/h

*5「沿道環境の保全の観点から適切な値」

「沿道環境の保全の観点から適切な値」とは、沿道環境の保全の観点から、必要

に応じ法定速度（又は規制速度）よりも10km/h程度高めに設定した速度のことをい

う。

*6「大型車類・小型車類の２車種分類」

２車種分類に対応する車両プレート番号は、表－2.1.5のとおりである。

表－2.1.5 車種分類に対応する車種プレート番号（再掲）

細 分 類
２車種分類 対応するプレート番号

区 分 旧区分

小型車類 乗用車 軽乗用車 50～59（黄又は黒）
３

S
及び３３

S

８
S
及び８８

S

乗用車 ３、30～39及び300～399
５、50～59及び500～599
７、70～79及び700～799

小型貨物車 軽貨物車 40～49（黄又は黒）
３

S
及び３３

S

６
S
及び６６

S

小型貨物車（貨 ４、40～49及び400～499
客車を含む） ６、60～69及び600～699

大型車類 普通貨物車 普通貨物車類 １、10～19及び100～199

特種（殊）車 ８、80～89及び800～899
９、90～99及び900～999
０、00～09及び000～099

バス バス ２、20～29及び200～299

注１）細分類の｢区分｣は、平成11年度以降に実施した全国道路交通情勢調査の車種区分にあたる。
注２）細分類の｢旧区分｣は、平成10年度以前に実施した全国道路交通情勢調査の車種区分にあたる。
注３）プレート番号の｢（黄又は黒）｣は、「黄地に黒文字又は黒地に黄字」を意味する。
注４）プレート番号の添字Ｓは、小型プレートを意味する。

*7「（社）日本音響学会の道路交通騒音の予測モデル（ASJ RTN-Model ）」
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ASJ RTN-Model における適用範囲及び道路交通騒音の予測計算の手順を以下に示

す。

(1)対象道路：道路一般部（平面、盛土、切土、高架）、道路特殊箇所（インター

チェンジ部、連結部、信号交差点部、トンネル坑口周辺部、掘割・半地下部、高

架・平面道路併設部、複層高架部）。

(2)交通量：制限なし。

(3)自動車の走行速度：自動車専用道路と一般道路の定常走行区間については40 km/

hから140 km/h、一般道路の非定常走行区間については10 km/hから60 km/h、自

動車専用道路のインターチェンジ部などの加減速・停止部については0 km/hから

80 km/h。一般道路の信号交差点付近などの加減速・停止部については0 km/hか

ら60 km/hとする。

計算手順 計算条件

道路交通騒音の予測計算の手順（ASJ RTN-Model）

道路構造・沿道条件の設定

予測点の設定

計算車線位置及び離散音源点の設定

音源のパワーレベルの設定

ユニットパターンの計算(伝搬計算)

[車線別，車種別]

ユニットパターンの時間積分値の計

算 [車線別，車種別]

LAeq の計算[車線別，車種別]

高架構造物音の LAeq の計算

建物群による減衰に関する補正量の計算

風による影響による変化量の推定

道路全体からの LAeq の計算

・予測対象道路の種類

・沿道の地形、地物等の幾何配置

・自動車の走行状態(定常，非定常，加速，減速，停止)

・車種別走行速度

・補正条件(舗装路面の種類，縦断勾配，指向性等)

・回折補正量←音響障害物（位置，高さ，幅，設置延長，

先端改良型遮音壁の種類等）

・地表面効果←地表面の種類

・反射音←反射面（性状，位置，表面の吸音特性）

・空気の音響吸収（気温、相対湿度）

車線別・車種別交通量

高架の種類、大型車類交通量

建物パラメータ（建物密度等）

平均風速

レ

ベ

ル

合

成
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(4)予測範囲：道路から水平距離200 mまで、高さ12 mまでとする（注）。

注：検証されているのは上記の範囲であるが、原理的には適用範囲に制限はない。

計算での留意点を以下に示す。

(5)気象条件：無風で特に強い気温勾配が生じていない状態を標準とする。

①交差部を予測地点とした場合には、既存道路による LAeq、対象道路による LAeq 及

び双方の複合による LAeq をそれぞれ計算する。

②走行速度60 km/h以下の平面交差を有する道路は、原則として非定常走行部とし

て計算する。信号等による停止の影響を受ける非定常走行の区間と一定の速度で走

行する定常走行の区間との区分が困難なためである。非定常走行部とした計算値は

定常走行部とした計算値より大きくなる。

③複数の車線を集約した仮想車線を音源とする場合は、計算精度に支障がないこと

を確認する。予測地点が車線に近接する場合及び遮音壁による回折や高架裏面によ

る反射の影響を受ける場合には特に留意する。

④動力付二輪車類（ASJ RTN-Modelでいう二輪車）を含む LAeq は表-2.1.5(4-1-18再

掲)の車種分類に動力付二輪車類を加えて計算する。動力付二輪車類を含まない

LAeq の計算値を有する場合には以下に例示する方法等で補正をすることができる。

動力付二輪車類の寄与を考慮した昼夜間別の LAeq の計算値は、小型車類と大型車

類の予測交通量で算出した LAeq に動力付二輪車類による LAeq の寄与 ∆LTw,D を（解説4.

3）等により求め、加算した値とする。ただし、定常走行部の計算で（解説4.3）を

適用できるのは時間帯により速度が変化しない条件の場合である。

（解説4.3）

ここで、D: 騒音に係る環境基準でいう昼間（午前6時から午後10時）と夜間（午後

10時から翌日の午前6時）の別（昼間：D=1、夜間:D=2）、h: 時間帯、qL: 小型車類

の時間交通量、aH: ASJ RTN-Modelにおける大型車類のパワーレベルの定数、aL: ASJ

RTN-Modelにおける小型車類のパワーレベルの定数、qH: 大型車類の時間交通量、

aTw: ASJ RTN-Modelにおける二輪車のパワーレベルの定数、qTw: 動力付二輪車類の時

間交通量。

なお、図－4.1.4及び表－4.1.4は平成17年度道路交通センサス（（社）交通工学

研究会）の昼夜別（昼間12時間、夜間12時間）交通量（夜間交通量0の1点を除く33,

323点）での大型車混入率 qr,H,D'とASJ RTN-Modelで計算した ∆LTw,D'の関係を示す。大

型車混入率が大きくなると ∆LTw,D'は小さくなり、大型車混入率が0.2（=20 %）以上

の場合には99 %の道路で ∆LTw,D'は0.5 dB未満となる。動力付二輪車類の時間交通量

の予測が困難な場合等においては（解説4.4）で昼間、夜間別の大型車混入率 qr,H,D

を計算し、表－4.1.4から ∆LTw,D の99パーセンタイルを推定できる。

（解説4.4） 
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図－4.1.4 道路交通センサスの交通量に基づいた qr,H,D'と ∆LTw,D' の関係

表－4.1.4 道路交通センサスの交通量に基づいた ∆LTw,D' の99パーセンタイル

qr,H,D' データ数 ∆LTw,D' の99パーセンタイル[dB]

0.1未満 13,059 1.13

0.1以上0.2未満 12,938 0.81

0.2以上0.3未満 4,368 0.46

0.3以上0.4未満 1,533 0.30

0.4以上0.5未満 652 0.23

0.5以上0.6未満 384 0.11

0.6以上 389 0.04

*8「道路と平行な評価区間における平均的な等価騒音レベル」

道路に面して立地する建物群の背後では、特定地点での等価騒音レベルの予測は

困難なことが多い。このような場合は、下記の式により道路と平行な評価区間の

LAeqのエネルギー平均値 LAeqを評価指標とすることが有効である１）2）3）。

（解説4.5）

ここで、x2 － x1：評価区間の延長

また、平面道路に遮音壁を設置する場合は、沿道へのアクセス確保のため遮音壁

が分断されることが多く、遮音壁背後の騒音レベルは開口部との位置関係により複

雑に変化する。しかし、LAeq は開口部の数や位置にかかわらず、遮音壁高さと開口

率により求められる。9）

なお、LAeq を評価指標とした場合は、評価書等において、その旨を明らかにする

こと。

*9「予測地域の代表断面」

図－4.1.5に示すように、一般的に予測地域の代表断面は、道路の縦断方向と直

角かつ鉛直に設定する。ただし、交差部、インターチェンジ部、トンネル坑口部等

で、騒音の平面的な分布状況を予測する必要がある場合は、代表断面を水平に設定
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することもある。

凡 例

：予測地域

環境基準類型指定 ：予測地域の代表断面

Ｂ、Ｃ地域 Ａ地域 Ｂ、Ｃ地域

住居
必要に応じて騒音の平面的な
分布状況を予測する範囲

対象道路 トンネル

調査･予測区間

既存道路との併設区間 一般部区間 一般部区間 トンネル坑口区間

Ｂ、Ｃ地域 Ａ地域 Ｂ、Ｃ地域 Ｂ、Ｃ地域

図－4.1.5 予測地域の代表断面の設定例

*10「その背後地（以下「背後地」という）の各々に設定」

背後地においては、一般的に幹線道路近接空間との境界付近（対象道路からの距

離が背後地内では最も小さい）の地点での予測が特に重要となる。この場合、主に

道路近接建物列（「4.1.6 調査の手法」*4参照）の遮蔽効果を考慮すればよい。

予測では、LAeq を評価指標（*8参照）とし、道路近接建物列の間隙率α及び平均高

さを用いて計算を行う１）2）3）。

ただし、平面道路において予測地点の高さが道路近接建物列の平均高さより低い

場合の LAeqは、建物が存在しない場合の等価騒音レベル LAeqと上述のαを用いて次

式で計算できる9）。

LAeq ＝ LAeq ＋10log10α （解説4.6）

また、更に道路から離れた地点で予測を行う場合、背後建物群中での騒音の減衰

を考慮するときは、背後建物群の建物密度βを用いた計算１）を行う必要がある。

一方、平面道路において道路端における予測値がすでに背後地の環境基準値以下

となっている場合など、背後地における LAeq が環境基準値以下になることが明らか

な場合は、背後地での予測を省略することができる。

*11「各階の平均的な高さ」
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「各階の平均的な高さ」は、日本工業規格Z8731において、建物に対する騒音の

影響の程度を調べる場合には建物の床面から1.2～1.5ｍの高さとすると規定されて

いるため、各対象階の床面から1.2ｍの高さを基本とし、適切に設定する。ただし、

１階を対象とする場合は、調査地点同様に、原則として地上1.2ｍの高さとする。

*12「建物の騒音の影響を受けやすい面」

「建物の騒音の影響を受けやすい面」（以下、「影響面」という）は、通常、音

源側の面であると考えられる。しかし、開放生活（庭、ベランダ等）側の向き、居

寝室の位置等により音源側と違う面になることがある。例えば、道路に面する側が

窓のない壁である場合や、台所、浴室等に用いられているような場合には、開放生

活側あるいは居寝室がある側の面を影響面とする。

また、予測においては、塀等の遮蔽物による効果を見込むことができる。

*13「その面より明らかに等価騒音レベルが大きくなる地点」

影響面が、個々の建物により異なり一律に設定できない場合は、一般的に騒音の

影響が大きいと考えられる道路側の面とする。たとえば、平面道路の幹線道路近接

空間において、影響面の位置が様々な場合は、道路の敷地の境界線に予測地点を設

置しても差し支えない。

*14「道路構造が複雑な場合など」

「4.1.5 調査及び予測の手法の選定」*2を参照のこと。

*15「模型実験又は音響数値解析など」

対象道路の道路構造又は沿道の地形若しくはその表面性状などが複雑であり、参

考予測手法に示す伝搬理論式の適用が困難な場合は、模型実験又は音響数値解析等

により騒音の伝搬特性を把握する（ASJ RTN-Model の参考資料R2及び付属資料A4参

照）。このようにして得られた伝搬特性と交通条件から、参考予測手法を勘案して

予測を行う。

１）模型実験

模型実験は、実物の1/nの縮尺の模型を製作し実物のn倍の周波数となる音源を用

いて音響伝搬特性を調べるものであり、３次元の伝搬特性を直接的に得ることがで

きる。模型実験では、模型と実物との音響相似則を整合させることが重要であり、

境界面に使用する模型材料の吸音率や透過損失、音源の指向性や空気吸収の影響等

に配慮が必要である。

２）音響数値解析

音響数値解析の代表的手法として、波動音響理論に基づく境界要素法（BEM：

Boundary Element Method）や時間領域差分（FDTD：Finite Difference Time

Domain）法、及び幾何音響理論に基づく音線法等がある。

BEMやFDTD法は、境界面の様々な反射率特性や複雑な幾何形状による反射、回折

の効果を周波数別に計算することができる。この手法は、平行壁を有する平面道路

上に高架道路が併設される場合や半地下構造道路で張り出し部分が長い場合など、

境界条件が複雑な音場解析に用いられる。

一方、音線法は、音源から全方向に一定の角度間隔で放射した音の軌跡（音線）

を音のエネルギーの伝搬と考え、音線の粗密状況等から音圧レベルを求める手法で
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あり、複雑な幾何形状を有する境界面における高次の多重反射音の解析等に用いら

れる。ただし、基本的には、波動性は考慮できない。

*16「新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されて

いない場合」

これには、参考予測手法として設定しているASJ RTN-Model あるいは参考手法よ

り詳細な手法として用いる模型実験、音響数値解析手法等をこれらの適用範囲を超

えて用いる場合や、これらの手法以外で知見が十分蓄積されていない新規の予測手

法を用いる場合が相当する。

*17「予測の不確実性の程度」

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。
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4.1.8 環境保全措置の検討

１）環境保全措置の検討

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっ

ては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するこ

と及び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示

されている基準又は目標の達成に努めることを目的として、環境保全措置を検討す
＊１

る。その検討が環境影響評価の手続き中に段階的に実施された場合は、それぞれの
＊２

検討の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。

２）検討結果の検証

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可
＊３

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲

内において環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。

３）検討結果の整理

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
＊４

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
＊５

４）事後調査

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなる

おそれがあるときは、事後調査を実施する。
＊６

(1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ず

る場合

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合

【解 説】

*1「環境保全措置」

環境保全措置の検討においては、事業者により実行可能な範囲で環境影響を回避

又は低減し、騒音に係る環境基準の達成に努める。

この場合、遮音壁等の道路構造対策による環境保全措置を実行可能な範囲で講じ

たにもかかわらず、屋外の騒音レベルが環境基準値を超過するときは、既存道路に

対象道路が併設される場合等における「幹線道路の沿道の整備に関する法律」（昭

和55年法律第34号）の適用の見通し等を踏まえ、沿道の建物の防音対策を検討する。

なお、環境保全措置の例、その概要と効果の把握方法等を表－4.1.5に示す。こ

れらのうち遮音壁による騒音低減量の計算においては以下に留意する。

①離散点音源は車線別に設定する。回折補正量が車線の位置により大きく異なるた

めである。

②開口部の位置が設定できる場合には開口部の影響を考慮する。

また、遮音壁、低層遮音壁、または植栽の検討では交通安全への影響を確認する。
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表－4.1.5 環境保全措置の例

環境保全措置の例 対策の概要 実施に伴い生ずるおそれ 効果の把握方法
のある他の環境への影響

通常遮音壁 遮蔽効果により騒音を低 遮音壁の高さが高くなる ASJ RTN-Model による。
減する。必要な用地幅が と、景観、日照阻害など
少なく、施工も容易であ の問題が生じることが
る。 ある。

張り出し型遮音壁 上端を折り曲げた張出し 日照阻害、景観への影 ASJ RTN-Model による。
先端改良型遮音壁 型遮音壁及び遮音壁の先 響は通常遮音壁に比べて ただし、先端改良の形式

端に吸音体や突起を取り 小さい。 が特定されない場合には

付けることにより、より 張り出し型遮音壁として
大きな回折減音量が得ら 仮想直壁を設定して計算
れる先端改良型遮音壁が する。この場合、計算値
ある。他の環境要素への より大きな騒音低減効果
影響を軽減でき、遮音壁 が期待できる

10)11)
。

の高さに制約がある場合
にも有効。

遮 低層遮音壁
12)

高さが1～1.5ｍ程度の低 他の環境要素への影響は 開口部の存在により低層
い遮音壁。都市内の平面 ほとんどない。 遮音壁背後の騒音レベル

音 道路では沿道アクセス機 は地点毎に異なるため、
能の確保のため、多くの 評価は、評価区間の等価

壁 開口部を有し不連続とな 騒音レベルのエネルギー
る。 平均値LAeqを用いる。減

音効果は、低層遮音壁設
置前後のLAeqの差（区間

平均挿入損失）として求
められる

13)
。なお、低層

遮音壁の位置、高さ及び
開口部等が予め明らかな
場合には、地点ごとの効
果を求める方法もある。

遮音築堤 騒音を遮蔽する築堤。遮 遮音壁と同様に、日照阻 ASJ RTN-Model による。
音壁よりも用地幅が必要 害、景観への影響が生じ
となり、限られた幅員の るが、植樹を行うことに
中では築堤高が制限され より、遮音壁が遮蔽され
るため、遮音壁を併用す 景観への影響を低減でき
る場合がある。 る。

排水性舗装 タイヤ/路面音（主とし 他の環境要素への影響 ASJ RTN-Model による。

てエアポンピング音）の は、ほとんどない。
減音効果と伝搬過程にお
ける吸音効果が見込まれ
る。しかし、空隙詰まり
などにより減音効果が経
時的に低下する。

二層式排水性舗装 排水性舗装（一層式）を 他の環境要素への影響 学会等で検討中。

粒径の異なる上・下二層 は、ほとんどない。
に分け、舗装の表面をき
め細かくした。

吸音処理 高架・平面道路併設部、 他の環境要素への影響は ASJ RTN-Modelによる。
複層高架部における高架 ない。 吸音率は平均斜入射吸音
裏面での反射音や、掘割 率

14)
を用いる。

道路の側壁、トンネル坑
口部での反射音などの対
策として用いられる。沿
道の騒音レベルにおける
反射音の寄与が大きい時
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に有効である。
環境施設帯の設置 車道端から10ｍ又は20ｍ 大気質、振動、低周波 ASJ RTN-Model による。

の土地を道路用地として 音、日照阻害の緩和及
取得するものであり、植 び良好な景観の形成が図
樹帯、歩道、副道等で構 られるとともに、環境施

成される。距離減衰によ 設帯を利用して植樹等を
る環境改善効果が見込ま 連続させることにより、
れる。また、道路の地元 生物の生息・生育環境の
サービスの向上にも寄与 創出が図られる。
する。

植栽による道路の遮蔽 騒音の発生源である自動 良好な景観の形成が図ら 遮蔽による騒音低減効果
車を視覚的に遮蔽するこ れる。 は樹種や植栽密度により

とにより、歩行者や沿道 異なり、定量的には把握
住民に対して心理的な減 されていないが地表面に
音効果が期待される。 よる超過減衰は田んぼ、

畑地と同様に見込める。
建物の防音対策 窓や壁の改良及び空調設 他の環境要素への影響は 屋内へ透過する騒音レベ

備の設置。 ない。 ルは、「騒音に係る環境
基準」にしたがい、原則

として建物の騒音の影響
を受けやすい面に入射す
る騒音レベル（「4.1.7
予測の手法」参照）か

ら、その面の建物の防音
性能値

15)
を差し引くこと

により求める。

*2「段階的に実施された場合」

段階的に実施された場合とは、方法書、準備書、評価書の各作成段階において環

境保全措置の内容が変化した場合が相当する。

*3「複数案の比較検討」

「複数案の比較検討」は、複数の環境保全措置について、その騒音低減効果及び

他の環境要素への影響の程度などを併せて比較検討することにより行う。

たとえば、低層住宅が大部分であるが、一部高層住宅も立地する地域を対象道路

が通過する場合を想定する。この場合、非常に高い遮音壁を設置する案と、比較的

低い遮音壁にとどめ高層住宅の高層階には防音対策を講じる案が考えられるとする。

どちらの案が望ましいかは、騒音の低減効果のみならず低層住宅の日照阻害や景観

の問題も併せて検討する必要があると考えられる。

*4「当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化」

「当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化」の検討にあたっては、環境

保全措置の効果を可能な範囲で定量的に把握し、当該環境保全措置実施後における

等価騒音レベルを予測する。

*5「環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響」

他の環境要素に対して悪い影響を及ぼす場合もあるので、それらの影響も配慮す

る必要がある。「環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響」の

代表例として、遮音壁設置による日照阻害などが考えられる。

*6「事後調査を実施」

省令第十七条に規定された事後調査の必要性については、以下のように考えられ
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る。

参考予測手法としているASJ RTN-Modelあるいは参考手法より詳細な手法として

いる模型実験、音響数値解析手法等を、その適用範囲において用いて環境保全措置

の効果を予測する場合は、その効果に関する知見が十分に蓄積されていると判断で

き、事後調査を行う必要はないと考えられる。

一方、これらの手法を用いても、その効果が予測できないような新たな環境保全

措置を講じる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めると

きは、事後調査を実施する必要がある。
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4.1.9 評価の手法

評価の手法は以下による。

１）回避又は低減に係る評価

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、自動車の走行に係る騒音に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でで

きる限り回避、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全

についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすること

により行う。

２）基準又は目標との整合性の検討

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項

目に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予
＊１

測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。
＊２

３）事業者以外の者が行う環境保全措置

既存道路の管理者等、事業者以外の者が行う環境保全措置の効果を見込む場合
＊３

は、当該措置の内容を明らかにする。

【解 説】

*1「基準又は目標」

自動車の走行に係る騒音において整合を図る基準又は目標は、表－4.1.6のとお

りである。

表－4.1.6 整合を図る基準又は目標

環境要素の区分 影響要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標

騒 音 自動車の走行 騒音に係る環境基準（平成10年９月30日環告64

号)の道路に面する地域の基準及び地方公共団
体の定める騒音に関する目標

注）環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。
・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を
定めるものとする。

・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確
保されるように努めなければならない。

*2「整合性が図られているかどうか」

騒音に係る環境基準（道路に面する地域）（表－4.1.7参照）との整合性の考え

方について以下に補足する。

１）地域類型当てはめの考え方

「騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理

基準について（平成13年１月５日付環大企第３号）」によれば、地域類型の当ては

めは、原則として、用途地域に準拠して以下のように行うとされている。

Ａ地域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居

専用地域、第二種中高層住居専用地域
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Ｂ地域：第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

Ｃ地域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

なお、用途地域のうち、工業専用地域については、地域の類型の当てはめを行

わない。

地域類型の指定が行われていない場合は、厳密には、整合を図るべき基準又は目

標はないと考えられる。しかし、このような場合でも、当該地域の自然的条件、住

居等の立地状況、土地利用の動向等を勘案し、用途地域の定められている地域の状

況を参考にしつつ、相当数の住居が存在する地域等に対し適切な地域類型の当ては

めを想定し、参考として騒音に係る環境基準との整合性を検討することが望ましい。

２）幹線交通を担う道路に近接する空間の考え方

「騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理

基準について（平成13年１月５日付環大企第３号）」によれば、「幹線交通を担う

道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、４車線以上の市町村道など

が掲げられており、環境影響評価の対象となる道路は、「幹線交通を担う道路」と

考えられる。

また、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線の区分に応じ道路

端からの距離によりその範囲を特定するものとされている。

①２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15ｍ

②２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20ｍ

３）建物の防音対策と屋内へ透過する騒音に係る基準との整合性

屋内へ透過する騒音に係る基準の適用条件は、「個別の住居等において騒音の影

響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる」場合と

されている。「騒音に係る環境基準の改正について（平成10年９月30日付環大企第

257号）」によれば、この場合とは「通常、建物の騒音の影響を受けやすい面の窓

が、空気の入れ換え等のために時折開けられるのを除いて閉められた生活が営まれ

ているということであり、それ以外の側面で主として窓を閉めた生活が営まれてい

ることを必要としないが、窓を閉めた生活が営まれている理由としては、建物の防

音性能が高められ、空調設備が整備されているといった対策等により生活環境の確

保が十分に図られていることが必要である」とされている。

一般的に建物の防音対策を行う場合は、その防音性能を高めるとともに空調設備

も併せて整備することから、防音対策により屋内へ透過する騒音に係る基準を達成

すれば、環境基準の達成に努めていると考えられる。

*3「事業者以外の者が行う環境保全措置」

新設道路と既存道路からの合成騒音を低減するためには、新設道路のみならず、

既存道路における環境保全措置が求められる。なお、評価において、既存道路の管

理者等による環境保全措置の効果を見込む場合は、省令第十一条第五号の規定にし

たがい、当該措置の内容を明らかにできるようにする必要がある。



- 4-1-31 -

表－4.1.7 騒音に係る環境基準（道路に面する地域）

基 準 値
地 域 の 区 分

昼 間 夜 間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路 60デシベル 55デシベル
に面する地域 以 下 以 下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路 65デシベル 60デシベル
に面する地域及びＣ地域のうち車線を有する 以 下 以 下
道路に面する地域

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわら
ず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりである。

基 準 値

昼 間 夜 間

70デシベル以下 65デシベル以下

備 考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれ

ていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。

（注） 昼間 ：午前６時から午後10時まで
夜間 ：午後10時から翌日の午前６時まで

Ａ地域：専ら住居の用に供される地域
Ｂ地域：主として住居の用に供される地域
Ｃ地域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

＜達成期間等 抜粋＞
１ 環境基準は、次に定める達成期間でその達成又は維持を図るものとする。

(1) 道路に面する地域以外の地域については、環境基準の施行後直ちに達成され、又は維
持されるよう努めるものとする。

(2) 既設の道路に面する地域については、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力の下
に自動車単体対策、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等を総合的に実施することに
より、環境基準の施行後10年以内を目途として達成され、又は維持されるよう努めるも
のとする。

ただし、幹線交通を担う道路に面する地域であって、道路交通量が多くその達成が著

しく困難な地域については、対策技術の大幅な進歩、都市構造の変革等とあいまって、
10年を超える期間で可及的速やかに達成されるよう努めるものとする。

(3) 道路に面する地域以外の地域が、環境基準が施行された日以降計画された道路の設置
によって新たに道路に面することとなった場合にあっては(1)及び(2)にかかわらず当該
道路の供用後直ちに達成され又は維持されるよう努めるものとし、環境基準が施行され
た日より前に計画された道路の設置によって新たに道路に面することとなった場合にあ
っては(2)を準用するものとする。

２ 道路に面する地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間の背後地に存する建物の
中高層部に位置する住居等において、当該道路の著しい騒音がその騒音の影響を受けや
すい面に直接到達する場合は、その面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め
られ、かつ、屋内へ透過する騒音に係る基準が満たされたときは、環境基準が達成され
たものとみなすものとする。
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